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は
じ
め
に

明
代
文
学
史
を
語
る
と
き
、
従
来
は
、
主
に
士
大
夫
中
心
の
支
配
階
層
に
よ
る
「
文
人
学
士
の
文
学
」（
伝
統
詩
文
）
と
、
主
に
平
民

中
心
の
被
支
配
階
層
に
よ
る
「
大
衆
の
文
学
」（
小
説
・
唱
詞
）
と
い
う
二
項
対
立
、
或
い
は
そ
の
中
間
に
「
戯
曲
」
を
置
く
と
い
う
構

造
で
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
二
項
対
立
の
枠
内
で
、
科
挙
制
度
の
変
革
な
ど
を
背
景
に
庶
民
的
な
雰
囲
気
を
ま
と
っ
た
明
代
の
文
人

学
士
の
一
部
が
、「
大
衆
の
文
学
」
に
参
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
明
代
文
学
は
、
か
か
る
単
純
な
二
項
対
立
の
う
ち
に
語
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
雑
劇
制
作
者
で
も
あ
っ
た
寧

憲
王
朱
権
・
周
憲
王
朱
有
燉
に
代
表
さ
れ
る
、
諸
王
府
即
ち
「
皇
族
の
文
学
」
が
、
明
代
文
学
史
の
色
彩
の
一
部
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
金
文
京
氏
に
よ
る
、「
恒
常
的
に
移
動
を
繰
り
返
す
非
定
着
民
」
で
あ
る
軍
隊
が
、
演
劇
・
芸
能
な
ど
文
化
の
様
々
な
領
域
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
指
摘（
１
）、
小
松
謙
氏
に
よ
る
、『
水
滸
傳
』・『
楊
家
府
』
な
ど
の
歴
史
小
説
が
、
文
官
統
制
に
反
抗
す
る
「
武
人
」

の
価
値
観
に
立
脚
し
て
い
る
と
す
る
指
摘（
２
）の
よ
う
に
、
明
代
文
学
に
対
す
る
新
た
な
認
識
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
金
・
小
松
両
氏
の
論
考
に
啓
発
を
受
け
た
者
で
あ
る
。
加
え
て
、
両
氏
が
提
示
す
る
「
軍
隊
」・「
武
人
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ィ

に
帰
納
さ
れ
る
べ
き
人
間
の
、
群
像
お
よ
び
社
会
的
立
場
は
、「
軍
籍
」・「
官
籍
」
と
い
う
戸
籍
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
よ
り
鮮

明
に
、
且
つ
巨
視
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
明
代
の
戸
籍
制
度
で
は
、「
民
籍
」
の
よ
う
な
無
役
の
戸
に
対
し
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て
、
軍
役
を
世
襲
的
に
負
担
す
べ
き
戸
で
あ
る
「
軍
籍
」、
武
官
と
い
う
一
種
の
貴
族
的
身
分
を
世
襲
す
る
戸
で
あ
る
「
官
籍
」
が
存
在

し
た
。
無
論
、
当
時
の
比
較
的
緩
や
か
な
規
制
の
も
と
で
は
、
戸
籍
に
拘
ら
な
い
自
由
な
社
会
活
動
も
可
能
で
あ
り
、
官
籍
・
軍
籍
で

あ
ろ
う
と
科
挙
を
受
け
て
儒
の
道
を
進
む
者
、
商
を
生
業
と
す
る
者
も
あ
り
、
必
ず
し
も
皆
が
軍
事
に
従
事
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
規
定
の
社
会
体
制
か
ら
開
放
さ
れ
ぬ
人
間
も
、
依
然
と
し
て
相
当
数
存
在
し
、
そ
の
社
会
的
身
分
や
成
育
環
境
は
、
独
自
の

文
化
圏
の
形
成
に
繫
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
着
目
す
る
の
は
、「
官
籍
」
に
属
す
る
者
、
即
ち
開
国
・
征
夷
・
平
乱
の
武
功
に
よ
り
、
武
官
お
よ
び
公
侯
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た

者
と
、
そ
の
子
孫
ら
の
文
学
活
動
で
あ
る
。「
非
皇
族
系
貴
族
の
文
学
」
と
称
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
公
侯
家
は
、
基
本

的
に
軍
事
へ
の
従
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
武
門
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
文
学
活
動
の
価
値
は
長
ら
く
見
過
ご
さ
れ
て
来
た
が
、
明
朝
歴

代
皇
帝
が
文
武
兼
備
の
人
材
を
尊
ん
だ
こ
と
も
背
景
と
し
て
、
彼
ら
の
中
に
は
、
修
学
に
励
行
し
、
文
学
活
動
を
行
う
者
が
少
な
か
ら

ず
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
明
朝
開
国
の
功
臣
郭
英
の
後
裔
「
武
定
侯
郭
氏
」
は
、
郭
登
・
郭
勛
と
い
う
二
人
の
稀
有
な
人
物
を
輩
出
し
た
。
郭
英

の
孫
に
あ
た
る
郭
登
（
土
木
の
変
の
武
功
に
よ
り
定
襄
伯
に
封
爵
）
は
、
正
統
～
成
化
期
（
一
四
三
六－

八
七
）
に
詩
才
を
以
て
名
を

馳
せ
た
人
物
で
、
郭
英
の
六
世
孫
郭
勛
（
五
代
目
武
定
侯
を
襲
爵
）
は
、
世
宗
嘉
靖
帝
（
一
五
二
二－

六
六
在
位
）
の
寵
愛
を
受
け
て

栄
華
を
極
め
た
政
治
的
重
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
通
俗
白
話
小
説
『
三
國
志
演
義
』・『
水
滸
傳
』
を
私
刻
し
た
と
さ
れ
る
、
白
話
文

学
史
上
の
枢
要
人
物
で
も
あ
る
。

本
論
で
は
、
前
者
の
郭
登
の
文
学
活
動
を
中
心
に
考
察
し
、
従
来
着
目
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
「
非
皇
族
系
貴
族
の
文
学
」
の
一

端
を
探
り
、
同
時
に
、「
長
き
文
化
的
衰
微
零
落
の
時
期（
３
）」
と
み
な
さ
れ
る
明
代
前
期
の
文
学
に
対
す
る
、
新
た
な
視
点
を
提
示
し
た

い
。
次
稿
で
論
じ
る
予
定
の
、
郭
勛
の
文
学
活
動
の
家
系
的
背
景
を
探
る
と
い
う
目
的
も
視
野
に
入
れ
る
。

一　

明
前
期
の
皇
宮
に
お
け
る
武
定
侯
郭
氏
の
地
位

本
節
で
は
武
定
侯
郭
氏
の
明
前
期
に
お
け
る
地
位
を
述
べ
、
郭
登
出
現
の
素
地
と
な
っ
た
家
系
的
要
因
を
確
認
し
た
い
。
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ち
な
み
に
筆
者
は
郭
氏
の
事
蹟
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、『
明
史
』・『
明
實
錄
』・『
毓
慶
勲
懿
集
』
な
ど
の
史
料
を
用
い
て（
４
）、
家
譜
お

よ
び
代
表
的
人
物
の
年
譜
を
作
成
し
、
前
稿
「
明
朝
勲
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
学
―
家
譜
・
年
譜
―（
５
）
」
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
ち
ら

も
適
宜
参
考
と
さ
れ
た
い
。（

一
）　

郭
英
に
よ
る
武
定
侯
家
の
創
始

明
初
か
ら
明
末
ま
で
二
世
紀
半
に
及
ぶ
武
定
侯
郭
氏
の
繁
栄
の
礎
を
築
い
た
の
は
、
太
祖
朱
元
璋
を
輔
け
た
開
国
の
功
臣
の
一
人
、

郭
英
で
あ
る
（
以
下
郭
英
の
事
蹟
は
主
に
『
明
史
』・『
明
實
錄
』・︻
郭
英
神
道
碑（

（
（

︼
に
拠
る
）。
郭
英
は
元
末
、
安
徽
鳳
陽
（
現
安
徽
省

鳳
陽
県
）
の
地
に
生
ま
れ
た
。
沈
着
剛
毅
で
智
略
に
優
れ
、
身
長
は
七
尺
、
力
持
ち
で
、
馬
術
と
弓
術
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
。
至
正

十
三
年
（
一
三
五
三
）
郭
英
十
八
歳
の
時
、
父
郭
山
甫
は
、
彼
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
布
衣
の
身
の
朱
元
璋
に
帝
王
の
兆
し
を
見
出
し
、

次
男
の
郭
興
（
原
名
子
興
）、
三
男
の
郭
徳
成
、
そ
し
て
四
男
の
郭
英
を
追
従
さ
せ
、
娘
（
後
の
太
祖
郭
寧
妃
）
を
も
娶
ら
せ
た
の
だ
と

い
う（

（
（

。
以
降
郭
英
は
朱
元
璋
の
側
近
と
し
て
宿
直
し
、「
郭
四
」
と
呼
ば
れ
、
篤
い
信
頼
を
受
け
る
。

至
正
十
六
年
（
一
三
五
六
）
南
京
を
攻
略
、
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
魏
国
公
徐
達
に
従
い
中
原
へ
出
征
、
洪
武
十
四
年
（
一
三
八

一
）
潁
川
侯
傅
友
徳
に
従
い
雲
南
へ
出
征
し
た
郭
英
は
、
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
四
月
、
開
国
以
来
の
数
々
の
功
と
雲
南
平
定
の

功
を
以
て
、
開
国
輔
運
推
誠
宣
力
武
臣
柱
国
武
定
侯

0

0

0

に
封
ぜ
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
次
兄
郭
興
も
洪
武
三
年
六
月
、
鞏
昌
侯
に
封
ぜ
ら
れ

て
い
る
。

洪
武
十
八
年
（
一
三
八
五
）
郭
英
は
靖
海
将
軍
鎮
守
遼
東
を
拝
し
、
主
要
親
族
と
共
に
遼
東
・
遼
寧
に
基
盤
を
築
い
た
が
、
建
文
元

年
（
一
三
九
九
）
恵
帝
建
文
帝
（
太
祖
の
孫
）
に
対
し
て
燕
王
朱
棣
（
太
祖
の
第
四
子
、
後
の
成
祖
永
楽
帝
）
が
河
北
・
遼
寧
一
帯
よ

り
反
旗
を
翻
し
た
た
め
（「
靖
難
の
変
」）、
一
族
と
も
に
都
の
南
京
へ
召
還
さ
れ
た
。
建
文
二
年
（
一
四
〇
〇
）
四
月
、
燕
王
軍
征
伐
の

た
め
北
進
す
る
が
敗
走
し
、
燕
王
（
成
祖
）
即
位
後
の
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
二
月
十
七
日
に
邸
で
没
し
た
（
享
年
六
十
九
）。

靖
難
の
変
で
建
文
帝
に
与
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
成
祖
は
郭
英
の
死
を
遇
す
る
に
、
輟
朝
致
祭
（
朝
政
を
停
止
し
て
祭
礼
を
行
い
）、

営
国
公
に
追
封
、
威
襄
と
諡
し
、
三
代
祖
ま
で
贈
封
す
る
と
い
う
、
重
臣
に
対
す
る
礼
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
、
郭
英
が

皇
室
と
多
々
の
通
婚
関
係
を
持
つ
一
大
国
戚
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
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① 

妹
は
朱
元
璋
に
嫁
し
、
洪
武
三
年
に
子
朱
檀
を
産
み
、
寧
妃
に
冊
封
。
朱
檀
は
洪
武
十
八
年
（
一
三
八
五
）
魯
王
に
封
ぜ
ら
れ
、

兗
州
（
現
山
東
省
東
南
部
）
へ
就
藩
。

② 
長
子
郭
鎮
（
母
は
妾
何
氏
）
が
太
祖
朱
元
璋
の
第
十
二
皇
女
永
嘉
公
主
を
娶
り
、
駙
馬
都
尉
を
拝
す
。

③  （
時
期
不
明
だ
が
）
次
子
郭
銘
（
遼
王
府
典
宝
／
母
は
妾
徐
氏
）
が
成
祖
徐
皇
后
の
父
徐
達
の
「
叔
」（
弟
の
意
か
、
叔
父
の
意
か

不
明
）
徐
成
の
娘
を
娶
る
（︻
郭
玹
墓
誌
︼・︻
郭
銘
夫
人
徐
氏
墓
誌（

（
（

︼）。

④ 

娘
が
洪
武
二
十
七
年
遼
王
朱
植
（
封
地
は
広
寧
州
︹
現
遼
寧
省
北
鎮
市
︺）
妃
に
冊
封
。

⑤  （
郭
英
没
後
だ
が
）
娘
が
永
楽
三
年
郢
王
朱
棟
（
封
地
は
安
陸
︹
現
湖
北
省
鐘
祥
市
︺）
妃
に
冊
封
。

さ
て
、
郭
英
は
あ
く
ま
で
も
、
武
功
と
通
婚
関
係
で
立
身
し
た
勲
戚
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
化
的
素
養
に
つ
い
て
は
、︻
郭
英
神
道
碑
︼

に
「
家
で
は
質
素
に
閑
居
し
、
読
書
を
好
み
、
天
文
・
地
理
・
諸
子
百
家
の
説
で
通
暁
し
な
い
も
の
は
無
か
っ
た
。
身
持
ち
を
慎
ま
し

く
質
素
に
し
、
学
に
精
進
す
る
よ
う
努
め
よ
と
子
孫
に
教
え
諭
し
た
」
と
言
う
が
、
墓
誌
に
散
見
さ
れ
る
、
通
り
一
遍
の
文
句
に
も
思

わ
れ
る
。『
明
實
錄
』
に
は
、
洪
武
二
十
三
年
（
一
三
九
〇
）、
太
祖
か
ら
「
英
武
人
不
學
」（
郭
英
は
武
人
で
学
が
無
い
）
と
批
判
さ
れ

た
と
い
う
記
事
も
あ
る
（「
太
祖
」
巻
二
百
一
︹
洪
武
二
十
三
年
夏
四
月
︺
庚
子
の
項
）。
郭
氏
が
文
学
的
盛
名
を
馳
せ
る
に
は
、
次
世

代
以
降
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
二
）　

仁
宗
貴
妃
郭
氏
と
弟
郭
玹
に
よ
る
武
定
侯
家
の
隆
盛

郭
英
に
は
十
二
人
の
息
子
が
い
た
が
、
長
子
郭
鎮
は
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
遼
東
か
ら
の
帰
途
に
病
を
得
て
没
し
た
と
い
う
（︻
郭

鎮
墓
誌（

（
（

︼）。
次
子
郭
銘
も
建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
に
国
事
に
没
し
（︻
郭
銘
夫
人
徐
氏
墓
誌
︼︹
前
出
︺）、
第
八
子
郭
鈺
も
永
楽
元
年

（
一
四
〇
三
）
に
三
十
五
歳
の
若
さ
で
没
し
た
ら
し
い
（
明
・
王
直
撰
「
郭
氏
孝
節
傳
」︹『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
七（
（1
（

︺）。
か
く
て
郭
氏
一
門

の
先
行
き
に
は
一
時
不
安
が
立
ち
こ
め
た
が
、
郭
銘
の
長
女
郭
端
粛
が
太
子
朱
高
熾
（
成
祖
と
徐
皇
后
の
長
子
、
後
の
仁
宗
洪
煕
帝
）

に
輿
入
れ
し
、
永
楽
七
年
（
一
四
〇
九
）
に
は
男
児
（
滕
王
朱
瞻
塏
）
を
産
ん
だ
こ
と
か
ら
、
郭
氏
の
第
二
期
隆
盛
が
始
ま
る
。

永
楽
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
八
月
、
成
祖
崩
御
を
承
け
て
仁
宗
が
即
位
す
る
と
、
郭
端
粛
は
貴
妃
に
冊
封
さ
れ
た
。
そ
の
恩
沢
に

よ
り
、
郭
英
に
嫡
子
（
正
妻
馬
氏
の
子
）
が
無
か
っ
た
た
め
一
時
停
止
さ
れ
て
い
た
武
定
侯
の
爵
位
を
、
郭
貴
妃
の
弟
の
郭
玹
が
、
庶
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孫
で
あ
り
な
が
ら
襲
爵
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
翌
洪
煕
元
年
（
一
四
二
五
）
五
月
、
仁
宗
が
在
位
一
年
足
ら
ず
で
崩
御
す
る
と
、
郭

貴
妃
も
殉
葬
さ
れ
る
（
明
・
沈
徳
符
撰
『
萬
曆
野
獲
編
』
補
遺
巻
一
「
宮
闈
、
仁
廟
殉
葬
諸
妃
」）。
次
い
で
即
位
し
た
宣
宗
（
仁
宗
の

長
子
朱
瞻
基
）
に
対
し
て
造
反
を
起
こ
し
た
漢
王
朱
高
煦
（
仁
宗
の
同
母
弟
）
の
庶
妃
の
一
人
に
郭
玹
の
女
兄
弟
が
い
た
と
い
う
説
も

あ
る
が
（︻
郭
銘
夫
人
徐
氏
墓
誌
︼︹
前
出
︺）、
そ
の
余
波
は
史
料
に
現
れ
な
い
。

武
定
侯
を
襲
爵
し
て
二
千
五
百
石
の
禄
を
食
ん
だ
郭
玹
は
、
私
妓
を
邸
に
置
い
て
戯
曲
を
上
演
す
る
な
ど
（『
明
實
錄
』「
英
宗
」
巻

六
十
六
︹
正
統
五
年
四
月
︺
乙
未
の
項
に
、「
武
定
侯
郭
玹
令
樂
工
造
太
子
冠
帽
・
瓔
珞
・
鳳
盔
等
物
、
又
令
樂
婦
教
婢
歌
舞
、
分
荒

淫
」
と
い
う
弾
劾
を
受
け
た
と
あ
る
）、
貴
族
に
あ
り
が
ち
な
、
文
化
的
で
は
あ
る
が
荒
淫
と
も
い
え
る
、
都
雅
か
つ
絢
爛
た
る
生
活
を

送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
辺
境
で
オ
イ
ラ
ー
ト
の
脅
威
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
英
宗
の
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）
に
郭
玹
は

鎮
朔
将
軍
総
兵
官
鎮
守
宣
府
を
拝
し
、
北
方
の
軍
事
拠
点
宣
府
鎮
（
現
河
北
省
宣
化
県
）
へ
赴
き
、
三
年
後
の
正
統
十
二
年
（
一
四
四

七
）
同
地
に
病
没
し
た
。二　

郭
登
の
生
い
立
ち
と
家
族
―
文
化
的
家
庭
環
境
、
お
よ
び
武
臣
と
し
て
の
揚
名
―

本
節
で
は
、『
明
史
』
の
記
載
か
ら
だ
け
で
は
容
易
に
看
取
で
き
な
い
、
郭
登
の
生
平
の
事
蹟
と
人
物
像
を
述
べ
る
（
以
下
郭
登
の
事

蹟
は
主
に
『
明
史
』・『
明
實
錄
』・︻
郭
登
墓
誌
︼・︻
郭
登
神
道
碑（
（1
（

︼
に
拠
る
）。
彼
の
文
学
活
動
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
生
活
に
つ
い

て
、
考
証
し
て
お
き
た
い
。

祖
父
郭
英
閉
眼
か
ら
約
八
个
月
後
の
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
十
月
、
郭
登
（
字
は
元
登
、
一
字
康
済
、
号
は
介
菴
）
は
郭
英
第
八

子
郭
鈺
の
三
男
と
し
て
誕
生
し
た
。

父
の
郭
鈺
（
字
は
景
南
）
は
幼
い
頃
か
ら
郭
英
の
信
頼
厚
く
、
遼
東
に
あ
っ
た
父
に
代
わ
り
、
南
京
の
家
を
治
め
た
。
学
問
に
興
味

を
持
ち
、
家
蔵
数
千
巻
の
書
物
を
年
少
の
家
人
に
読
み
聞
か
せ
て
仁
義
忠
孝
を
諭
し
た
り
、
自
ら
の
住
ま
い
を
「
南
山
草
堂
」
と
名
付

け
て
詩
作
を
行
い
、
著
作
に
『
南
山
草
堂
集
』・『
愛
日
軒
集
』
が
あ
っ
た
と
い
う
（
王
直
撰
「
郭
氏
孝
節
傳
」︹
前
出
︺）。
十
三
歳
に
し

て
作
っ
た
「
農
を
閔
れ
む
詩
」・「
大
旱
に
霖
爲
す
賦
」
は
都
中
に
広
ま
り
、
曹
国
公
李
景
隆
・
駙
馬
都
尉
王
寧
と
い
う
詩
友
も
あ
っ
た
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（
清
・
錢
謙
益
撰
『
列
朝
詩
集
』
乙
集
第
四
「
郭
定
襄
登
附
見
贈
定
襄
鈺
」
小
伝
）。
永
楽
元
年
、
父
郭
英
を
追
う
よ
う
に
齢
三
十
五
で

早
世
し
た
時
分
に
は
、
夫
人
高
氏
は
二
十
六
歳
の
若
さ
、
長
子
郭
武
五
歳
、
長
女
三
歳
、
次
子
郭
理
二
歳
、
末
子
郭
登
は
生
後
わ
ず
か

三
个
月
で
あ
っ
た
と
い
う
（
郭
登
撰
「
孝
節
碑
後
」︹『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四（
（1
（

︺）。

母
高
氏
は
武
官
の
家
の
娘
で
、
女
性
で
あ
り
な
が
ら
読
み
書
き
も
で
き
た
と
い
う
。
早
く
に
父
な
し
子
と
な
っ
た
息
子
ら
の
将
来
を

案
じ
て
か
、
礼
儀
を
重
ん
じ
て
厳
し
く
教
育
し
、
昼
夜
を
問
わ
ず
外
で
修
学
さ
せ
（
王
直
撰
「
郭
子
孝
節
傳
」︹
前
出
︺）、
長
子
郭
武
は

仁
宗
に
召
さ
れ
て
詩
を
披
露
す
る
ま
で
の
詩
才
を
培
っ
た
（
清
・
錢
謙
益
撰
『
列
朝
詩
集
』
乙
集
第
四
「
郭
定
襄
登
附
見
郭
尚
寳
武
」

小
伝
）。
こ
れ
に
は
、
朱
元
璋
が
武
臣
の
子
弟
ら
に
修
学
を
奨
励
し
た
こ
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。『
明
實
錄
』
に
拠
る
と
、
洪

武
九
年
（
一
三
七
六
）
と
翌
年
、
武
臣
の
子
弟
は
「
古
今
を
知
り
道
理
を
識
る
」
た
め
都
南
京
の
国
子
監
で
「
読
書
」（
修
学
）
せ
よ
と

の
命
が
下
り
（「
太
祖
」
巻
一
百
五
︹
洪
武
九
年
三
月
︺
癸
未
・「
太
祖
」
巻
一
百
十
四
︹
洪
武
十
年
八
月
︺
癸
丑
の
項
）、
洪
武
十
四
年

（
一
三
八
一
）
に
は
、
諸
葛
孔
明
・
羊
祜
・
杜
預
・
李
靖
の
如
き
「
文
武
兼
資
」
の
武
臣
を
選
ん
で
重
用
せ
よ
、
と
の
命
が
下
さ
れ
て
い

る
（「
太
祖
」
巻
一
百
四
十
︹
洪
武
十
四
年
十
一
月
︺
甲
辰
の
項
）。

か
か
る
家
庭
的
背
景
と
社
会
的
背
景
の
も
と
、
末
子
郭
登
も
教
養
を
修
め
得
る
環
境
に
育
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
郭
登
は
幼
い
頃

か
ら
聡
明
怜
悧
で
博
覧
強
記
、
人
物
は
魁
梧
奇
異
、
腹
の
下
ま
で
垂
れ
る
顎
髭
と
鐘
の
如
き
声
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
永
楽
二
十
二

年
（
一
四
二
四
）
仁
宗
即
位
に
際
し
、
二
十
二
歳
（
数
え
年
）
の
郭
登
は
従
姉
郭
貴
妃
の
恩
沢
に
よ
り
、
勲
衛
（
多
く
功
臣
の
子
弟
が

拝
す
侍
衛
官
）
を
授
か
り
、
居
を
南
京
か
ら
新
都
北
京
へ
と
移
し
た
。
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
西
征
に
際
し
て
兵
部
侍
郎
徐
晞
に
よ

り
文
武
の
才
を
推
挙
さ
れ
る
が
、
母
の
高
齢
を
理
由
に
辞
退
す
る
（
同
年
に
母
高
氏
は
他
界
）。
三
十
数
年
守
節
し
て
子
供
ら
を
立
派
に

育
て
上
げ
た
母
の
存
在
は
、
郭
登
に
と
っ
て
大
き
な
心
の
拠
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
後
年
父
母
の
た
め
に
「
孝
節
碑
」
を
建
て
て

そ
の
功
徳
を
讃
え
て
い
る
（
王
直
撰
「
郭
氏
孝
節
傳
」・
郭
登
撰
「
孝
節
碑
後
」︹
共
に
前
出
︺）。

武
臣
と
し
て
世
に
出
る
こ
と
を
決
意
し
た
郭
登
は
、
正
統
七
年
（
一
四
四
二
）
三
十
九
歳
の
と
き
、
兵
部
尚
書
王
驥
の
雲
南
麓
川
遠

征
に
従
い
、
緬
人
思
任
法
（「
思
任
發
」
と
表
記
す
る
文
献
も
あ
り
）
の
乱
を
平
定
、
正
統
十
年
に
も
再
び
思
任
法
討
伐
の
た
め
黔
国
公

沐
斌
の
雲
南
騰
衝
衛
遠
征
に
従
う
。
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
英
宗
が
オ
イ
ラ
ー
ト
の
首
領
也エ

先セ
ン

の
捕
虜
と
な
っ
た
「
土
木
の
変
」

前
後
に
は
、
大
同
（
現
山
西
省
大
同
市
）
を
守
備
し
た
。
同
年
秋
に
也
先
が
英
宗
を
擁
し
て
大
同
城
下
に
至
っ
た
際
、
城
門
を
閉
ざ
し
、
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大
同
城
を
固
く
守
っ
た
こ
と
は
後
々
ま
で
語
り
草
と
な
る
。
か
く
て
景
泰
元
年
（
一
四
五
〇
）
代
宗
よ
り
奉
天
翊
衛
宣
力
武
臣
特
進
栄

禄
大
夫
柱
国
定
襄
伯

0

0

0

に
封
ぜ
ら
れ
た
。

郭
登
の
武
才
は
卓
抜
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
正
統
十
三
年
（
一
四
四
八
）
の
進
士
陳
鑑
（
字
は
緝
熙
）
は
郭
登
に
寄
せ
た
詩

（
景
泰
七
年
︹
一
四
五
六
︺
郭
登
の
依
頼
を
受
け
た
吏
部
尚
書
王
直
︹
字
は
行
倹
、
永
楽
二
年
の
進
士
︺
が
彼
の
父
母
の
行
状
「
郭
氏
孝

節
傳
」
を
撰
し
た
際
、
当
時
の
著
名
な
士
大
夫
ら
が
「
孝
節
詩
」
と
題
す
る
一
連
の
詩
を
和
し
て
そ
の
父
母
の
徳
を
讃
え
た
中
の
一
篇
）

に
お
い
て
、「
有
子
如
諸
葛

0

0

0

、
長
材
到
有
莘
」（︹
郭
鈺
に
は
︺
諸
葛
亮
の
如
き

0

0

0

0

0

0

子
が
あ
り
、
そ
の
突
出
し
た
才
能
は
︹
殷
の
湯
王
を
輔
け

た
︺
伊
尹
ほ
ど
で
あ
る
）
と
喩
え
て
い
る
（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四
「
詩
」
21
Ｂ
）。

郭
登
が
三
国
蜀
漢
の
軍
師
諸
葛
孔
明
に
喩
え
ら
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
雲
南
遠
征
と
い
う
共
通
点
に
由
来
し
よ
う
。
当
時
「
雲
南
遠

征
」
と
い
う
と
孔
明
の
南
征
（
孟
獲
討
伐
）
が
想
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
英
宗
が
雲
南
遠
征
に
つ
い
て
「
諸
葛
亮
が
五
月
に
瀘
水
を
渡
っ

た
際
に
は
炎
熱
に
負
け
る
こ
と
な
く
、
蛮
夷
を
み
な
破
滅
さ
せ
、
辺
境
の
地
を
開
拓
し
た
で
は
な
い
か
」
と
激
励
の
勅
諭
を
出
し
て
い

る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
（『
明
實
錄
』「
英
宗
」
巻
一
百
六
十
四
︹
正
統
十
三
年
三
月
︺
戌
子
の
項
）。
ま
た
、
真
偽
に
疑
念
は
あ
る
が
、

︻
郭
登
墓
誌
︼・︻
郭
登
神
道
碑
︼
に
、
郭
登
は
逆
順
や
利
害
を
以
て
緬
人
を
諭
し
、
欽
仰
し
た
緬
人
は
自
ら
賊
首
思
任
法
を
捕
ら
え
て
献

上
に
来
た
と
あ
り
、
と
り
わ
け
「
其
國
相
董
雅
︙
（
中
略
）
︙
長
跪
服
命
。
公
賜
以
酒
食
幣
帛
慰
諭
而
遣
之
」（
緬
の
国
相
董
雅
は
︙

︹
中
略
︺
︙
拝
伏
し
て
礼
を
と
っ
た
。︹
郭
登
︺
公
は
酒
と
食
事
、
礼
物
を
与
え
、
慰
労
し
諭
し
、
彼
を
帰
ら
せ
た
）
と
言
う
の
は
（︻
郭

登
墓
誌
︼︹
前
出
︺）、『
三
國
志
演
義
』
の
南
征
（
第
一
七
三
則
「
孔
明
興
兵
征
孟
獲
」
～
第
一
八
〇
則
「
孔
明
七
擒
孟
獲
」）
で
、
孔
明

が
蛮
将
・
蛮
兵
を
捕
ら
え
る
度
に
、
酒
食
を
以
て
慰
労
し
た
後
に
釈
放
し
、
そ
の
反
心
を
削
ぐ
姿
に
通
じ
よ
う（
（1
（

。
つ
ま
り
、
ま
さ
し
く

孔
明
と
馬
謖
が
南
蛮
平
定
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
（
西
晋
・
陳
寿
撰
『
三
國
志
』
巻
三
十
九
「
蜀
書
第
九
、
馬
良
（
弟
謖
）
傳
」
／

『
三
國
志
演
義
』
第
一
七
四
則
「
孔
明
一
擒
孟
獲
」）、
た
だ
兵
力
で
蛮
民
を
押
さ
え
る
の
で
は
な
く
、「
服
其
心
」（
そ
の
心
を
服
せ
し

む
）
と
い
う
仁
者
の
法
に
よ
っ
て
、
郭
登
は
緬
人
を
心
服
さ
せ
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
墓
誌
の
拠
り
所
は
本
人
の
言

説
で
あ
り
、
郭
登
自
身
が
孔
明
を
意
識
し
て
功
績
を
鼓
吹
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
郭
登
が
王
驥
に
従
い
阿
彌
州
へ
至
っ
た
際
、

妖
術
で
人
民
を
拐
か
し
て
い
た
土
豪
の
阿
欲
を
捕
ら
え
、
さ
ら
に
知
府
頼
瑛
か
ら
徒
党
を
捕
ら
え
る
計
略
を
請
わ
れ
る
と
、
た
だ
「
咲

而
不
答
」（
笑
っ
て
答
え
ず
）、「
數
日
阿
欲
病
死
獄
中
、
事
遂
息
」（
数
日
し
て
阿
欲
は
獄
中
で
死
に
、
事
件
は
収
ま
っ
た
）
と
い
う
、
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方
士
的
な
孔
明
の
性
格
を
連
想
さ
せ
る
奇
怪
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
（︻
郭
登
神
道
碑
︼︹
前
出
︺）、
郭
登
が
自
身
に
孔
明
像
を
投
影
し
て
い

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

郭
登
と
諸
葛
孔
明
の
も
う
一
つ
の
共
通
点
は
、
創
意
に
富
ん
だ
戦
法
や
兵
器
を
編
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。『
三
國
志
』
巻
三
十
五

「
蜀
書
第
五
、
諸
葛
亮
傳
」
に
、
孔
明
は
生
来
考
え
る
こ
と
に
長
じ
、
連
弩
を
改
良
し
た
り
、
木
牛
流
馬
を
考
案
し
、
兵
法
を
駆
使
し
て

八
陣
図
を
作
っ
た
と
言
う
。
郭
登
も
、（
ａ
）
大
同
で
の
虜
賊
と
の
攻
防
で
「
攪
地
龍
」・「
飛
天
網
」
等
の
法
（
十
数
里
に
わ
た
る
塹
壕

を
掘
っ
て
木
と
土
で
覆
い
、
敵
が
上
を
通
っ
て
陥
没
し
た
所
を
投
石
器
で
撃
つ
）
を
編
み
出
し
、（
ｂ
）
民
が
賊
に
薪
を
略
奪
さ
れ
る
苦

し
み
を
慮
り
、「
偏
箱
車
」
四
百
輛
を
造
っ
た
と
さ
れ
る
。（
ｂ
）
の
「
偏
箱
車
」
は
、
晋
将
馬
隆
が
孔
明
の
八
陣
図
に
ヒ
ン
ト
を
得
て

作
っ
た
連
結
式
の
戦
車
で
（『
晉
書
』
巻
五
十
七
「
列
傳
第
二
十
七
、
馬
隆
傳
」）、
動
く
時
は
陣
と
な
り
、
止
ま
る
時
は
砦
に
な
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
薪
の
運
搬
に
用
い
ら
れ
た
点
か
ら
も
、
孔
明
考
案
の
木
牛
流
馬
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
い
か
。

以
上
か
ら
、
郭
登
自
身
も
ど
こ
か
で
孔
明
を
意
識
し
て
お
り
、「
諸
葛
の
如
し
」
と
唱
わ
れ
る
の
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
『
三
國
志
』
に
と
ど
ま
ら
ず
『
三
國
志
演
義
』
の
孔
明
像
に
通
ず
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。
郭
登
が
生

き
て
い
た
時
期
の
『
三
國
志
演
義
』
テ
キ
ス
ト
は
現
存
し
な
い
た
め
、
郭
登
が
『
演
義
』
を
読
ん
で
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
彼

が
白
話
文
学
の
世
界
の
孔
明
像
に
触
れ
、
そ
の
姿
を
自
身
の
理
想
像
と
し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
族
の

後
裔
郭
勛
が
『
三
國
志
演
義
』
を
私
刻
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

大
同
で
戦
功
を
挙
げ
て
定
襄
伯
に
封
ぜ
ら
れ
た
郭
登
は
、
景
泰
四
年
（
一
四
五
三
）
病
を
理
由
に
都
北
京
へ
帰
還
し
、
英
宗
が
復
位

し
た
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
に
は
南
京
中
軍
都
督
府
事
を
拝
す
が
、
翌
天
順
二
年
正
月
に
は
六
科
・
十
三
道
（
監
察
を
掌
る
）
よ
り

「
尚
書
陳
汝
言
に
贈
賄
し
て
大
同
か
ら
の
帰
還
の
便
宜
を
図
ら
せ
た
」
と
弾
劾
さ
れ
、
定
襄
伯
を
剥
奪
さ
れ
た
う
え
都
督
僉
事
に
降
格
、

甘
粛
総
兵
官
を
拝
し
辺
境
へ
逐
わ
れ
た
（
左
遷
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
土
木
の
変
の
際
に
英
宗
を
大
同
城
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
報

復
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
明
實
錄
』「
英
宗
」
巻
二
百
八
十
六
︹
天
順
二
年
春
正
月
︺
戊
辰
の
項
の
記
載
に
言
及
す
る
に
と

ど
め
る
）。
以
降
足
か
け
七
年
間
、
甘
粛
で
門
扉
を
閉
ざ
し
て
著
述
に
耽
り
、
ほ
と
ん
ど
人
と
交
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

天
順
八
年
（
一
四
六
四
）
憲
宗
成
化
帝
が
即
位
し
た
後
、
郭
登
は
よ
う
や
く
定
襄
伯
に
復
爵
さ
れ
て
都
へ
帰
還
し
、
神
機
営
総
兵
官

兼
理
中
軍
都
督
府
事
（
明
朝
の
最
高
軍
事
機
構
を
掌
握
）
を
拝
す
に
至
っ
た
。
晩
年
に
は
兵
職
か
ら
の
解
放
と
南
京
で
の
隠
居
を
請
う
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た
が
却
下
さ
れ
た
ま
ま
、
成
化
八
年
（
一
四
七
二
）
四
月
、
享
年
七
十
で
没
し
、
定
襄
侯
に
追
封
、
忠
武
と
諡
さ
れ
、
南
京
聚
宝
山
の

祖
先
代
々
の
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。
死
し
て
よ
う
や
く
故
郷
へ
帰
し
た
の
で
あ
る
。

三　

郭
登
の
詩
才
と
評
価

郭
登
は
武
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
前
述
の
通
り
、
幼
少
時
か
ら
修
学
に
励
行
し
、
詩
文
の
才
を
培
い
得
る
環
境
に
身
を
置
い
た
。︻
郭
登

神
道
碑
︼（
前
出
）
に
は
、「
詩
文
を
な
す
に
筆
を
執
れ
ば
す
ぐ
成
し
、
卓
抜
な
出
来
で
人
々
を
驚
か
せ
」、
著
作
に
『
春
秋
左
傳
直
解
』

若
干
巻
（
後
述
）・『
聯
珠
集
』
二
十
二
巻
（
後
述
）・『
獨
言
集
』
四
巻
・『
南
征
集
』
四
巻
・『
投
壺
新
譜
』
一
巻
・『
玉
帳
餘
談
』
四

巻
・『
家
史
』
四
巻
（
後
述
）・『
奏
議
』
二
十
巻
・
雑
著
一
帙
が
あ
り
、
家
中
に
蔵
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
管
見
の
限
り
、
こ
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
部
分
な
り
と
も
本
文
を
目
睹
可
能
な
の
は
、『
聯
珠
集
』︹
寧
波
天
一
閣
蔵
成
化
八
年
刊
本
が
現
存
︺、『
奏
議
』︹
明
・
陳
子

龍
等
編
『
皇
明
經
世
文
編
』
卷
五
十
七
「
郭
定
襄
忠
武
侯
奏
疏
」
は
こ
の
書
を
収
め
た
も
の
か
︺
で
あ
る
。『
家
史
』
は
民
国
版
の
続
修

『
臨
淮
郭
氏
族
譜
』
に
郭
登
撰
文
の
家
伝
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
の
情
報
も
あ
る
が
、
所
蔵
元
不
明
で
筆
者
未
見
）。

本
節
で
は
郭
登
の
文
学
活
動
の
中
で
も
、
詩
を
中
心
に
見
て
い
く
。

郭
登
の
詩
才
は
、
一
流
士
大
夫
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
明
中
期
の
文
壇
の
長
、
李
東
陽
（
字
は
賓
之
、
号
は
西

涯
、
天
順
八
年
︹
一
四
六
四
︺
の
進
士
）
は
、「
國
朝
武
臣
能
詩
者
、
莫
過
定
襄
伯
郭
元
登
」（
本
朝
の
詩
を
嗜
む
武
臣
で
、
定
襄
伯
郭

登
の
右
に
出
る
者
は
い
な
い
）
と
評
す
（
李
東
陽
撰
『
麓
堂
詩
話（
（1
（

』）。
ま
た
清
初
の
詩
壇
の
中
心
人
物
、
銭
謙
益
（
字
は
受
之
、
号
は

牧
齋
な
ど
、
明
万
暦
三
十
八
年
︹
一
六
一
〇
︺
の
進
士
）
が
、
明
朝
の
詩
人
の
詩
と
小
伝
を
輯
録
し
た
『
列
朝
詩
集
』
に
郭
登
の
詩
（
附

郭
武
・
郭
鈺
詩
）
を
採
録
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
詩
の
評
価
の
高
さ
を
表
し
て
い
よ
う
。

郭
登
の
詩
を
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
寧
波
天
一
閣
文
物
保
管
所
蔵
『
郭
氏
聯
珠
集
』
二
十
二
巻
を
閲
覧
す
る
の
が
最
良
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
郭
登
詩
と
、
父
郭
鈺
・
長
兄
郭
武
の
詩
を
併
せ
た
合
編
で
、
成
化
八
年
（
一
四
七
二
）
刊
本
、
題
署
に
は
「
郭
登
輯
」
と
あ
る

ら
し
い
（
筆
者
未
見
、『
中
國
古
籍
善
本
書
目
』︹
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
︺
集
部
「
總
集
類
」
一
八
四
一
頁
の
記
載
に
拠
る
）。

但
し
、
撰
者
に
は
異
説
が
あ
り
、
郭
登
の
後
嗣
郭
嵩
の
墓
誌
（︻
郭
嵩
墓
誌（
（1
（

︼）
に
は
、「
嘗
念
尚
寳
公
・
忠
武
公
所
遺
詩
文
甚
富
、
因
蒐

明
朝
勲
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
学
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輯
成
編
爲
『
聯
珠
集
』
若
干
巻
、
壽
梓
以
傳
」（
郭
嵩
は
か
つ
て
尚
宝
公
︹
郭
武
︺
と
忠
武
公
︹
郭
登
︺
の
遺
し
た
詩
文
が
た
い
へ
ん
豊

富
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
蒐
集
・
編
纂
し
て
『
聯
珠
集
』
数
巻
を
成
し
、
上
梓
し
て
世
に
伝
え
た
）
と
あ
る
。
郭
嵩
は
も
と
は
郭
登
の

兄
郭
武
の
次
子
で
あ
っ
た
が
、
郭
登
と
妻
梁
氏
（
都
督
梁
福
の
娘
）
及
び
妾
の
間
に
男
児
が
無
か
っ
た
た
め
、
そ
の
養
子
と
な
っ
た
。

郭
登
は
彼
の
た
め
に
名
師
を
迎
え
、「
日
督
課
如
儒
生
」（
日
ご
と
監
視
し
試
験
す
る
こ
と
儒
生
の
如
し
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
文
学
的

素
養
を
持
ち
合
わ
せ
た
郭
嵩
が
、
父
ら
の
詩
才
を
讃
え
ん
と
し
て
合
詩
編
を
刊
刻
し
た
か
、
或
い
は
現
存
版
本
が
郭
登
の
死
の
直
後
の

刊
刻
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
嫡
子
以
外
に
襲
爵
を
認
め
ぬ
明
律
の
下
、
郭
嵩
が
定
襄
伯
の
襲
爵
を
有
利
に
進
め
る
た
め
、
家
門
を

顕
揚
し
孝
を
強
調
す
る
意
図
を
以
て
刊
刻
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
実
際
同
年
に
定
襄
伯
を
襲
爵
し
て
い
る（
（1
（

）。

天
一
閣
蔵
『
郭
氏
聯
珠
集
』
は
閲
覧
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
清
・
銭
謙
益
撰
『
列
朝
詩
集
』
乙
集
第
四（
（1
（

に
設

け
ら
れ
た
「
郭
定
襄
登
」
の
項
か
ら
彼
の
詩
を
紹
介
す
る
。
郭
登
は
雲
南
・
大
同
・
甘
粛
で
辺
境
軍
事
に
身
を
置
い
た
際
に
、
戦
場
の

困
難
や
郷
愁
の
想
い
を
謳
う
詩
を
多
く
賦
し
て
い
る
。
以
下
の
一
篇
は
大
同
守
備
に
あ
っ
た
頃
の
詩
で
、
殺
伐
と
し
た
旧
戦
場
の
惨
景
、

か
か
る
地
に
追
い
や
ら
れ
た
武
臣
の
運
命
に
対
す
る
悲
嘆
が
感
じ
ら
れ
る
。

 

「
經
舊
戰
塲
」　
（
昔
の
戦
場
を
過
ぎ
る
）

 

一
夜
西
風
捲
漢
旌
、
連
營
兵
甲
散
如
星
。
孤
臣
獨
抱
終
天
痛
、
諸
將
難
逃
誤
國
刑
。
自
恨
中
原
無
猛
士
、
誰
知
高
廟
有
神
靈
。

黄
河
白
骨
斜
陽
裏
、
衰
草
連
天
戰
血
腥
。

 

（
一
晩
中
、
西
か
ら
の
寒
風
が
漢
の
旌
︹
明
軍
の
旗
旌
︺
を
捲
し
上
げ
、
連
綿
と
連
な
る
営
寨
に
兵
器
や
甲
冑
が
星
の
よ
う
に
散

ら
ば
っ
て
い
る
。
孤
臣
︹
主
君
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
臣
︺
は
た
だ
身
を
終
え
る
ま
で
痛
み
を
抱
く
ば
か
り
。
将
軍
ら
は
国
を
危
険

に
さ
ら
し
た
失
策
に
よ
る
刑
罰
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
中
原
に
勇
敢
な
人
材
の
お
ら
ぬ
こ
と
を
自
ら
嘆
く
。
高
廟
に
神
霊
が
お
わ
す

と
は
誰
が
思
お
う
か
。
黄
河
の
流
れ
と
屍
が
斜
陽
の
う
ち
に
紅
く
染
ま
り
、
枯
草
が
天
ま
で
届
い
て
戦
に
流
れ
た
血
が
腥
く
匂
っ

て
い
る
。）

第
一
句
の
「
一
夜
の
西
風
」
は
、
漂
泊
の
運
命
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
冷
た
く
厳
し
い
風
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
同
句
の
「
漢
旌
」
と
第

二
句
の
「
連
營
」
は
、
三
国
蜀
漢
の
昭
烈
帝
劉
備
が
、
伐
呉
に
お
よ
び
七
百
里
に
わ
た
る
営
寨
を
結
ん
で
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
を
、
魏

の
文
帝
曹
丕
が
予
見
し
た
故
事
（『
三
國
志
』
巻
二
「
魏
書
第
二
、
文
帝
紀
」）
を
踏
ま
え
、
明
の
伐
虜
軍
の
失
策
を
揶
揄
す
る
か
。
第
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五
・
六
句
が
踏
ま
え
る
の
は
、
漢
の
高
祖
劉
邦
が
即
位
し
た
後
も
天
下
に
乱
が
あ
る
こ
と
を
嘆
い
た
「
大
風
歌
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

高
祖
自
身
が
「
安
得
猛
士
兮
守
四
方
」（
ど
こ
で
勇
敢
な
人
材
を
得
て
辺
境
を
守
ら
せ
よ
う
か
）
と
残
念
が
っ
て
い
た
く
ら
い
な
の
だ
か

ら
、
高
祖
の
廟
に
霊
験
な
ど
あ
る
は
ず
が
あ
る
ま
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
第
一
・
二
句
か
ら
一
貫
し
て
漢
の
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る

て
い
で
、
第
五
・
六
句
で
も
明
の
伐
虜
軍
ひ
い
て
は
英
宗
を
揶
揄
す
る
と
い
う
、
大
胆
な
皇
室
批
判
と
と
れ
る
（
但
し
第
三
句
の
「
自

恨
」
を
、「︹
郭
登
︺
自
身
が
嘆
く
」
と
読
め
ば
、
他
の
解
釈
も
可
能
か
）。
最
終
句
は
、
南
宋
・
陸
游
が
憂
国
の
情
を
詠
ん
だ
「
秋
晩
思

梁
益
舊
遊
」
詩
其
三（
（1
（

の
「
滄
波
極
目
江
鄕
恨
、
衰
草
連
天
塞
路
愁
」（
青
々
と
し
た
波
が
見
渡
す
限
り
、
江
南
諸
郷
に
満
ち
る
恨
み
を
思

う
。
枯
れ
草
が
天
ま
で
届
く
様
子
に
、
路
々
に
満
ち
る
憂
い
を
思
う
）
の
句
を
踏
ま
え
る
と
み
ら
れ
、
同
様
の
悲
嘆
を
詠
み
込
む
の
で

あ
ろ
う
。
斬
新
な
表
現
を
追
及
し
た
詩
作
と
は
言
い
難
い
が
、「
白
骨
」・「
血
腥
」
と
い
っ
た
無
遠
慮
に
戦
場
を
写
す
言
葉
遣
い
の
う
ち

に
、
詩
人
の
切
実
な
る
真
情
が
現
れ
た
詩
篇
と
い
え
る
。

さ
て
、
郭
登
の
詩
に
は
唱
和
詩
や
贈
答
詩
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
詩
を
介
し
た
交
友
関
係
も
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
「
太
華
寺
︹
雲
南
省
昆
明
市
太
華
山
︺
に
遊
び
、
素
軒
沐
公
の
春
日
の
韻
に
和
す
」
詩
は
、
開
国
の
功
臣
西
平
侯
沐
英
の
第
三
子
沐

昂
（
字
は
景
顒
、
号
は
素
軒
）
に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
人
が
正
統
十
～
十
二
年
（
一
四
四
五
～
四
七
）
に
、
黔
国
公
沐
斌
（
沐

昂
の
甥
）
に
従
っ
て
雲
南
騰
衝
衛
へ
遠
征
し
た
際
に
読
ま
れ
た
詩
で
あ
ろ
う
。「
許
太
常
道
中
の
家
園
の
成
趣
軒
の
韻
に
和
す
」
詩
は
、

許
彬
（
字
道
中
、
永
楽
十
三
年
︹
一
四
一
五
︺
の
進
士
、
太
常
卿
を
経
て
内
閣
首
輔
）
に
唱
和
し
た
も
の
、
牟
倫
（
字
秉
常
、
永
楽
十

三
年
の
進
士
）
に
贈
る
「
牟
秉
常
の
甘
州
に
往
く
を
送
る
」
詩
、
岳
正
（
字
季
方
、
正
統
十
三
年
の
進
士
）
に
贈
る
「
岳
季
方
の
命
を

承
け
釋
累
し
て
京
に
回
る
を
送
る
」
詩
な
ど
も
、
一
流
士
大
夫
と
の
詩
を
介
し
た
交
流
を
示
し
て
い
る
。

先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四
に
は
、
郭
登
が
景
泰
七
年
（
一
四
五
六
）
に
父
母
の
徳
を
讃
え
ん
と
し
て
吏
部
尚
書

王
直
に
「
郭
氏
孝
節
傳
」
を
撰
し
て
も
ら
っ
た
際
、
一
流
士
大
夫
ら
か
ら
贈
ら
れ
た
「
郭
氏
孝
節
傳
詩
」・「
孝
節
詩
」
と
題
す
一
連
の

詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（「
詩
」
2
Ａ
～
9
Ｂ
・
9
Ｂ
～
24
Ａ
）。「
郭
氏
孝
節
傳
詩
」
に
は
六
代
皇
帝
に
仕
え
た
重
臣
胡
濙
、
内
閣
首
輔

の
陳
循
・
高
穀
ら
が
名
を
連
ね
、「
孝
節
詩
」
に
は
後
の
内
閣
首
輔
徐
有
貞
（
当
時
は
都
察
院
左
僉
都
御
史
）
が
序
を
寄
せ
、
薛
瑄
（
大

理
寺
卿
）・
許
彬
（
太
常
寺
卿
）・
彭
時
（
左
春
坊
大
学
士
兼
翰
林
侍
読
）・
呉
節
（
南
京
国
子
祭
酒
）・
倪
謙
（
翰
林
侍
講
学
士
兼
左
春

坊
左
中
允
／
郭
登
の
従
姉
妹
の
配
偶
者
で
も
あ
る
）
と
い
っ
た
当
時
の
政
治
の
中
枢
に
あ
っ
た
高
級
官
僚
が
名
を
連
ね
る
。
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勲
戚
の
一
門
と
は
い
え
、
郭
登
は
ふ
つ
う
儒
者
か
ら
批
判
さ
れ
が
ち
な
武
臣
と
い
う
社
会
的
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
詩
」

と
い
う
、
知
識
人
文
化
の
共
有
を
可
能
に
せ
し
め
る
手
段
を
修
得
し
た
こ
と
で
、
士
大
夫
と
の
絆
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
郭
登
の
人
生
に
と
っ
て
、
作
詩
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
た
と
え
文
人
学
士
の
高
雅
な
詩
で
な
く

と
も
、
彼
の
詩
は
読
み
深
め
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

四　

家
譜
の
修
撰

前
節
で
郭
登
の
詩
に
つ
い
て
述
べ
た
か
ら
に
は
、
本
節
で
は
文
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

︻
郭
登
神
道
碑
︼
に
列
挙
さ
れ
た
郭
登
の
著
作
の
一
つ
に
、『
家
史
』
四
巻
な
る
書
物
が
あ
っ
た
。「
家
史
」
と
は
即
ち
家
譜
（
宗
譜
・

族
譜
・
世
譜
・
家
乗
）
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
郭
氏
家
譜
の
明
代
前
期
当
時
の
抄
本
な
い
し
刊
本
は
現
佚
と
み
ら
れ
、
そ
の
全
容
お
よ
び

本
文
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
民
国
版
の
続
修
『
臨
淮
郭
氏
族
譜
』
に
郭
登
撰
文
の
家
伝
が
伝
わ
っ
て
い

る
と
い
う
情
報
も
あ
る
が
、
筆
者
は
目
睹
に
至
っ
て
い
な
い
。
但
し
『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四
「
引
」
に
、
郭
登
が
家
譜
を
完
成
さ
せ
た

際
に
著
し
た
と
み
ら
れ
る
自
序
「
郭
氏
族
譜
圖
引
」
が
収
め
ら
れ
て
お
り
（
文
1
Ｂ
～
文
3
Ｂ
）、
家
譜
修
撰
に
と
り
か
か
っ
た
経
緯
が

語
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
父
郭
鈺
が
修
撰
し
か
け
て
い
た
ら
し
い
が
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
た
た
め
、
郭
登
が
再
修
撰
し
て
完
成
さ

せ
た
の
だ
と
い
う
。
末
記
に
「
景
泰
三
年
歳
次
壬
申
孟
夏
望
日
︙
（
中
略
）
︙
諸
孫
登
謹
書
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
譜
の
成
書
時
期

は
、
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）
前
後
、
即
ち
大
同
守
備
に
あ
っ
た
最
中
と
推
定
さ
れ
る
。

 

先
君
子
追
封
柱
國
定
襄
伯
府
君
、
篤
學
好
古
。
手
爲
家
乘
一
帙
、
準
歐
陽
氏
五
世
以
下
別
相
爲
世
之
法
、
以
傳
於
家
、
剏
未
及

完
而
卒
。
逮
今
四
十
餘
年
、
尚
未
能
繼
成
其
志
、
使
一
宗
之
譜
猶
爲
缺
典
。
︙
（
中
略
）
︙
而
舊
譜
紙
遭
鼠
齒
、
首
尾
破
碎
。
漫

滅
之
餘
、
僅
屬
大
意
。
︙
（
中
略
）
︙
嗚
呼
、
即
譜
而
觀
、
其
初
本
於
一
人
之
身
、
以
至
分
爲
塗
人
、
誠
爲
可
嘅
。
篤
厚
君
子
、

苟
能
謹
其
追
遠
之
思
、
雖
今
日
目
爲
塗
人
者
、
反
而
求
諸
本
、
於
一
人
之
心
、
又
豈
有
間
哉
。
此
譜
之
所
以
作
也
。
郭
氏
子
孫
鑑

於
斯
者
、
必
當
惕
然
、
警
動
於
中
、
而
勿
忘
一
本
之
意
。

 

（
亡
き
父
追
封
柱
国
定
襄
伯
︹
郭
鈺
︺
は
、
学
問
に
熱
心
で
古
事
を
好
ん
だ
。
手
づ
か
ら
家
乗
一
部
を
成
し
て
、
五
世
以
下
を
別
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の
世
系
と
す
る
欧
陽
氏
家
譜
の
法
に
倣
い
、
家
門
に
伝
え
よ
う
と
し
た
が
、
手
を
つ
け
る
も
未
完
の
ま
ま
没
し
た
。
今
に
至
る
ま

で
四
十
数
年
（
井
口
注
：
郭
鈺
の
没
年
で
あ
る
永
楽
元
年
︹
一
四
〇
三
︺
か
ら
郭
登
が
こ
の
自
序
を
認
め
た
景
泰
三
年
ま
で
、
実

際
に
は
五
十
一
年
を
経
て
い
る
）、
な
お
そ
の
志
を
受
け
継
い
で
成
し
え
る
こ
と
な
く
、
宗
門
の
譜
を
欠
典
で
あ
ら
し
め
て
い
た
。

︙
︹
中
略
︺
︙
旧
譜
︹
郭
鈺
が
成
し
た
家
譜
か
︺
は
鼠
に
紙
を
囓
ら
れ
、
首
尾
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
あ
る
。
擦
り
切
れ
ず
残
る
部
分
は
、

僅
か
に
大
意
が
通
ず
る
の
み
で
あ
る
。
︙
︹
中
略
︺
︙
あ
あ
、
譜
を
眺
め
る
や
、
初
め
は
一
人
の
身
を
源
と
す
る
の
に
、
分
か
れ

て
路
傍
の
人
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
誠
に
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
。
忠
実
厚
道
の
君
子
が
、
も
し
謹
ん
で
先
祖
の
徳
を
追
慕
す
る

こ
と
が
で
き
、
今
日
に
は
路
傍
の
人
に
見
え
る
者
で
あ
ろ
う
と
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
は
じ
め
に
求
め
る
な
ら
ば
、
一
人
の
心
に
お

い
て
、
ど
う
し
て
間
隙
な
ど
あ
ろ
う
も
の
か
。
こ
れ
ぞ
譜
を
作
っ
た
理
由
だ
。
郭
氏
の
子
孫
で
こ
れ
を
見
る
者
は
、
必
ず
畏
敬
の

念
を
持
ち
、︹
心
の
︺
内
を
震
わ
せ
、
一
つ
の
祖
か
ら
出
た
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）。

こ
こ
で
ひ
と
た
び
、
郭
登
が
家
譜
を
修
撰
し
た
意
図
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
祖
先
祭
祀
が
重
視
さ
れ
る
中
国
社
会
に
お
い
て
、
祖

宗
の
系
譜
や
記
録
は
宗
族
的
結
合
の
象
徴
で
あ
り
、
家
譜
の
修
撰
は
古
代
よ
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
宋
初
に
欧
陽
脩
・
蘇
洵
の
二

人
が
世
の
模
範
と
な
る
家
譜
（「
歐
陽
氏
譜
圖
」・「
蘇
氏
族
譜
」）
を
編
纂
し
て
以
降
は
、
欧
蘇
の
形
式
に
倣
う
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る（
（1
（

。

欧
蘇
の
形
式
と
は
、
郭
登
が
序
文
に
謂
う
所
の
「
五
世
以
下
を
別
の
世
系
と
す
る
法
」
で
あ
る
。
即
ち
『
禮
記
』「
大
傳
」
に
い
う
「
有

五
世
則
遷
之
宗
」（
五
世
に
し
て
則
ち
遷
る
の
宗
あ
り
）
に
則
り
、
高
祖
か
ら
五
世
代
ま
で
の
一
族
構
成
員
を
「
小
宗
」
と
し
て
一
つ
の

系
図
に
収
め
、
そ
の
五
世
代
目
（
玄
孫
）
の
う
ち
家
譜
編
纂
者
の
直
系
の
祖
に
当
た
る
者
を
次
の
高
祖
に
立
て
、
そ
の
玄
孫
ま
で
を
又

一
つ
の
「
小
宗
」
と
し
て
一
系
図
に
収
め
る
も
の
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
、
宗
族
内
で
事
蹟
の
顕
著
で
あ
っ
た
者
ら
の
小
伝
が
附
さ
れ

る
。
こ
の
形
式
は
、
家
譜
編
纂
者
と
同
一
の
「
小
宗
」
に
属
し
、
同
時
代
に
生
き
る
親
族
が
、
祖
先
の
淵
源
が
同
一
で
あ
る
こ
と
、
一

族
の
歴
史
を
再
確
認
し
、
同
族
と
し
て
の
一
体
感
を
強
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
郭
登
が
序
文
に
「
欧
陽
氏
家
譜
の
法
に

倣
っ
て
」
と
言
い
、
蘇
洵
「
蘇
氏
族
譜（
（2
（

」
の
「
吾
之
所
與
相
視
如
塗
人
者
、
其
初
兄
弟
也
。
兄
弟
、
其
初
一
人
之
身
也
。
悲
夫
、
一
人

之
身
分
而
至
於
塗
人
」（
私
が
路
傍
の
人
と
み
な
す
者
も
、
初
め
は
兄
弟
で
あ
っ
た
。
兄
弟
は
、
初
め
は
一
人
の
身
で
あ
っ
た
。
悲
し
い

か
な
、
一
人
の
身
が
分
か
れ
て
路
傍
の
人
と
な
っ
た
の
だ
）
を
踏
ま
え
る
か
ら
に
は
、
郭
登
も
欧
蘇
と
同
じ
く
、「
収
族（
（2
（

」、
即
ち
宗
族

結
合
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
家
譜
を
編
纂
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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と
い
う
の
も
、
こ
の
時
期
、
郭
氏
一
門
の
内
に
、
武
定
侯
の
継
承
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
前
述
の

通
り
、
そ
も
そ
も
郭
英
に
は
嫡
子
が
無
く
、
郭
英
の
死
後
、
武
定
侯
の
継
承
権
の
所
在
は
し
ば
し
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

庶
孫
郭
玹
が
、
仁
宗
貴
妃
と
な
っ
た
姉
の
恩
沢
に
よ
り
襲
爵
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。『
明
實
錄
』
の
記
載
に
拠
る
と
、
こ
れ
に
対
し

て
郭
英
の
庶
長
子
郭
鎮
の
夫
人
で
あ
る
永
嘉
公
主
（
太
祖
朱
元
璋
の
第
十
二
皇
女
）
が
不
満
を
抱
き
、
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
と
正

統
十
二
年
（
一
四
四
七
）
に
、
自
身
の
子
郭
珎
に
武
定
侯
継
承
権
が
あ
る
と
し
て
、
郭
玹
及
び
そ
の
子
郭
聰
と
争
っ
た
ら
し
い
（「
英

宗
」
巻
十
五
︹
正
統
元
年
三
月
︺
癸
酉
・「
英
宗
」
巻
一
百
六
十
一
︹
正
統
十
二
年
十
二
月
︺
庚
辰
の
項
）。
郭
登
は
こ
の
一
族
内
の
分

裂
を
、
武
定
侯
郭
氏
一
門
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
う
る
重
大
な
危
機
と
み
な
し
て
、「
収
族
」
の
た
め
家
譜
を
修
撰
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
家
譜
は
、
武
定
侯
郭
氏
が
社
会
的
名
声
を
築
く
上
で
も
重
要
な
価
値
を
有
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
家
譜
に
は
、
そ
れ
に
権
威
を
持

た
せ
る
意
図
を
以
て
、
高
官
や
当
時
の
著
名
な
文
人
に
依
頼
し
た
序
文
が
附
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
郭
登
も
吏
部
尚
書
王
直
（
前

出
）
や
太
常
寺
卿
許
彬
（
前
出
）
と
い
う
一
流
士
大
夫
に
こ
れ
を
依
頼
し
た
（
王
直
撰
「
郭
氏
家
譜
序
」・
許
彬
撰
「
郭
氏
族
譜
後
序
」

︹『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四
「
序
」
文
3
Ｂ
～
文
7
Ａ
︺）。
一
般
に
家
譜
と
い
う
も
の
は
、
宗
族
の
祭
祀
に
係
わ
る
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、

一
族
の
主
た
る
人
物
の
み
に
配
布
さ
れ
、
外
部
に
広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
序
を
認
め
た
士
大
夫
は
、

郭
氏
の
家
譜
を
閲
覧
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
郭
登
は
、
そ
の
他
の
信
頼
に
足
る
士
大
夫
の
間
に
も
家
譜
を
供
覧
し
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
れ
が
武
定
侯
郭
氏
の
家
名
の
顕
揚
、
郭
氏
の
さ
ら
な
る
台
頭
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
郭
登
撰
修
の
家
譜
は
、
一
族
の
後
裔
郭
勛
の
祖
父
郭
昌
・
父
郭
良
に
受
け
継
が
れ
て
増
補
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
で

は
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
次
稿
で
再
び
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

五　

武
臣
の
家
伝
―
通
俗
白
話
歴
史
小
説
と
の
関
わ
り
―

既
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
郭
登
が
修
撰
し
た
郭
氏
の
家
譜
の
、
明
代
前
期
当
時
の
抄
本
な
い
し
刊
本
は
現
佚
と
み
ら
れ
、
そ
の

全
容
お
よ
び
本
文
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
民
国
版
の
続
修
『
臨
淮
郭
氏
族
譜
』
に
郭
登
撰
文
の
家
伝
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
情
報

も
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
筆
者
は
そ
の
所
在
地
を
知
ら
ず
、
閲
覧
す
る
手
立
て
も
無
い
。
ど
う
に
か
し
て
、
郭
氏
家
譜
の
本
文
に
つ
い
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て
考
察
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。

不
本
意
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、︻
郭
英
神
道
碑
︼
を
利
用
し
て
考
察
す
る
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。︻
郭
英
神
道
碑
︼
の
碑
石

は
、
正
統
十
年
（
一
四
四
五
）
に
郭
登
が
立
石
し
た
も
の
で
、
碑
文
は
、
内
閣
首
輔
で
あ
っ
た
楊
栄
（
字
勉
仁
、
正
統
五
年
没
）
が
、

郭
登
の
従
兄
で
あ
る
二
代
目
武
定
侯
郭
玹
の
委
嘱
を
受
け
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
碑
文
に
拠
る
）。
そ
こ
に
は
以
下
の
一
文
が

見
え
る
。

 

予
閲
其
家
傳
、
考
定
其
大
者
、
次
第
之
、
而
系
之
。

 

（
私
は
そ
の
家
伝
を
閲
覧
し
、
大
き
な
事
蹟
を
考
定
し
て
順
序
立
て
、
こ
れ
を
繋
げ
た
。）

楊
栄
の
言
う
「
家
傳
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
楊
栄
が
碑

文
を
撰
し
た
時
期
は
、︻
郭
英
神
道
碑
︼
の
楊
栄
題
署
の
頭
銜
が
「
光
祿
大
夫
少
傅
工
部
尚
書
兼
謹
身
殿
大
學
士
」
で
あ
る
こ
と
か
ら

（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
七
５
Ａ
）、
正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
以
降
、
病
没
し
た
正
統
五
年
（
一
四
四
〇
）
以
前
の
、
二
年
間
の
い
ず
れ
か

の
時
期
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
時
期
に
存
在
し
た
郭
氏
の
「
家
傳
」
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
前
節
に
引
用
し
た
郭
登
に
よ
る

「
郭
氏
族
譜
圖
引
」
の
末
記
が
景
泰
三
年
（
一
四
五
二
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
に
、
楊
栄
が
︻
郭
英
神
道
碑
︼
を
撰
し
た
時
期
に

は
、
ま
だ
郭
登
修
撰
の
家
譜
は
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
郭
鈺
が
手
を
つ
け
て
未
完
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
「
家
乘
一
帙
」
か
、
或
い
は
郭
鈺
が
元
に
し
た
テ
キ
ス
ト
が
残
存
し
て
い
た
か
。
し
か
し
郭
登
が
早
く
か

ら
少
し
ず
つ
家
譜
修
撰
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
も
あ
れ
、︻
郭
英
神
道
碑
︼
が
、
武
臣
の
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
家
伝
（
こ
こ
で
は
郭
英
の
伝
記
）
の
、
少
な
く
と
も
一
部
を
伝
え
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
確
た
る
考
証
は
難
し
い
が
、
か
か
る
武
臣
の
家
伝
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
後
世
に
い

か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
、︻
郭
英
神
道
碑
︼
を
用
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

（
一
）

︻
郭
英
神
道
碑
︼
に
は
郭
英
の
武
勇
の
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
読
ん
で
気
づ
く
の
は
、
記
載
内
容
が
『
三
國
志
演

義
』
の
よ
う
な
通
俗
白
話
歴
史
小
説
に
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

明
朝
勲
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
学

125



以
下
に
挙
げ
る
の
は
、︻
郭
英
神
道
碑
︼
の
、
洪
武
十
四
年
（
一
三
八
一
）
郭
英
が
潁
川
侯
傅
友
徳
に
従
い
雲
南
へ
出
征
し
た
際
の
様

子
を
描
い
た
部
分
で
あ
る
。

 
遂
先
攻
赤
水
河
路
、
距
河
二
十
里
爲
營
。
時
久
雨
、
河
水
暴
漲
。
公
曰
、「
賊
恃
水
漲
、
不
意
吾
濟
。」
下
令
諸
軍
、
砍
木
造
筏
、

夜
半
濟
河
北
。
曉
賊
始
覺
、
遂
大
潰
。
生
擒
烏
撒
并
阿
容
諸
蠻
。

 

（
か
く
て
ま
ず
赤
水
河
の
進
路
か
ら
攻
め
、
河
か
ら
二
十
里
離
れ
た
所
に
陣
営
を
敷
い
た
。
時
に
長
雨
の
た
め
、
河
の
水
が
溢
れ

か
え
っ
て
い
た
。
郭
英
公
は
「
賊
は
川
の
氾
濫
を
あ
て
に
し
て
、
我
ら
が
渡
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま
い
」
と
言
い
、
諸
軍
に
命
を

下
し
、
木
を
伐
っ
て
筏
を
造
ら
せ
、
夜
半
に
川
の
北
へ
渡
ら
せ
た
。
明
け
方
に
な
っ
て
賊
は
は
じ
め
て
気
づ
き
、
か
く
て
大
い
に

潰
走
し
た
。
烏
撒
お
よ
び
阿
容
ら
諸
蛮
族
を
生
擒
り
に
し
た
。）

こ
の
記
述
は
、
以
下
に
挙
げ
る
『
三
國
志
演
義
』
第
一
七
五
則
「
孔
明
二
擒
孟
獲
」
の
、
雲
南
遠
征
に
中
途
参
戦
し
た
馬
岱
が
孔
明

に
計
を
授
か
り
、
瀘
水
を
渡
る
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
（
歴
史
書
に
は
該
当
す
る
記
載
が
無
く
、
来
源
不
明
の
部
分
で
あ
る
）。

 

孔
明
曰
、「
今
蛮
王
孟
獲
拒
住
瀘
水
、
無
計
可
渡
。
吾
欲
先
断
其
粮
道
、
令
彼
軍
自
乱
矣
。
︙
（
中
略
）
︙
離
此
一
百
五
十
里
、

瀘
水
下
流
、
地
名
沙
口
。
此
處
水
慢
湛
、
可
抓
筏
而
渡
。
︙
」（
中
略
）
︙
（
馬
岱
）
來
到
瀘
水
沙
口
、
抓
起
木
筏
、
候
半
夜
渡

水
。（
葉
逢
春
本
巻
八
25
Ｂ
・
26
Ａ
）

 

（
孔
明
は
言
っ
た
、「
今
、
蛮
王
孟
獲
は
瀘
水
に
と
ど
ま
り
︹
我
ら
を
︺
阻
み
、︹
我
ら
に
は
︺
渡
る
術
が
無
い
。
私
は
先
ん
じ
て

そ
の
糧
道
を
絶
ち
、
彼
の
軍
を
自
ず
か
ら
乱
れ
さ
せ
た
い
の
だ
が
。
︙
︹
中
略 

︺
︙
こ
こ
か
ら
百
五
十
里
離
れ
た
瀘
水
の
下
流
は

地
名
を
沙
口
と
い
う
。
こ
こ
は
水
の
流
れ
が
穏
や
か
で
、
筏
を
組
ん
で
渡
る
こ
と
が
で
き
る
。
︙
」︹
中
略
︺
︙
︹
馬
岱
は
︺
河
の

沙
口
へ
到
り
、
木
を
寄
せ
集
め
て
筏
を
組
み
、
夜
半
を
待
っ
て
河
を
渡
っ
た
。）

武
人
で
あ
っ
た
郭
英
の
行
状
を
著
そ
う
と
す
れ
ば
、『
三
國
志
演
義
』
の
よ
う
な
軍
記
物
語
と
内
容
が
似
通
う
の
は
必
然
的
な
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
両
者
の
近
似
性
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

（
二
）

次
に
、
楊
栄
撰
︻
郭
英
神
道
碑
︼
に
利
用
さ
れ
た
「
家
傳
」
が
、
明
代
後
期
の
通
俗
白
話
歴
史
小
説
『
新
刻
皇
明
開
運
輯
略
武
功
名
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世
英
烈
傳（
（2
（

』（
以
下
『
皇
明
英
烈
傳
』）
と
い
う
、
江
戸
日
本
で
も
翻
訳
さ
れ
本
居
宣
長
に
も
読
ま
れ
た（
（2
（

小
説
の
、
来
源
と
な
っ
た
事
例

を
指
摘
す
る
。『
皇
明
英
烈
傳
』
の
現
存
す
る
諸
版
本
に
は
撰
者
・
刊
行
年
の
記
載
が
無
い
が
、
明
・
鄭
暁
撰
『
今
言
』（
巻
一
「
九
十

二
」）
等
が
謂
う
所
の
、郭
勛
が
創
作
し
た
と
い
う
『
國
朝
英
烈
記
』（
或
い
は
『
英
烈
傳
』
と
も
）
に
類
す
る
も
の
か
と
の
議
論
も
あ
る
。

『
皇
明
英
烈
傳
』
の
素
材
論
に
関
わ
る
先
行
研
究
に
は
、
川
浩
二
「
一
矢
、
睛
を
貫
く
―
史
書
『
皇
明
通
紀
』
と
歷
史
小
説
『
英
烈

傳
』
の
語
り
―
（
（2
（

」、
胡
吉
勛
「
郭
勛
刊
書
考
論
―
家
族
史
演
繹
刊
佈
與
明
中
葉
政
治
的
互
動（
（2
（

」
が
あ
る
。
両
者
の
主
張
を
以
下
に
要
略

す
る
。

① 

川
浩
二
氏
の
説
：『
皇
明
英
烈
傳
』
は
、
嘉
靖
三
十
一
～
三
十
四
年
︹
一
五
五
二－

五
五
︺
成
書
の
陳
建
撰
の
編
年
体
史
書
『
皇
明

通
紀
』
を
主
要
な
素
材
と
し
な
が
ら
、『
皇
明
通
紀
』
が
取
ら
な
か
っ
た
説
や
落
と
し
た
記
述
を
持
つ
様
々
な
書
物
を
組
み
合
わ
せ

て
利
用
し
て
い
る
。
中
で
も
『
皇
明
英
烈
傳
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
鄱
陽
湖
の
戦
で
、
陳
友
諒
を
射
殺
し
た
流
れ
矢
が

郭
英
の
放
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
巻
四
「
太
祖
三
戰
鄱
陽
湖　

郭
英
箭
射
陳
友
諒
」）
は
、『
皇
明
通
紀
』
に

拠
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
近
い
記
述
を
持
つ
、
正
徳
（
一
五
〇
六－

二
一
）
刊
の
黄
金
撰
『
皇
明
開
國
功
臣
錄
』
巻
十
二
「
郭
英（
（2
（

」、

或
い
は
こ
れ
に
類
し
た
記
述
を
持
つ
書
物
が
利
用
さ
れ
た
と
す
る
。

② 

胡
吉
勛
氏
の
説
：
鄱
陽
湖
の
戦
で
陳
友
諒
を
射
殺
し
た
流
れ
矢
が
郭
英
の
放
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
正

徳
十
二
年
刊
（
？
）
の
郭
勛
刊
『
三
家
世
典（
（2
（

』（
徐
達
・
沐
英
・
郭
英
と
そ
の
子
孫
ら
の
伝
記
）
が
利
用
さ
れ
た
と
す
る
。

︻
表
︼
に
該
当
箇
所
の
各
書
の
本
文
を
比
較
す
る
通
り
（
空
白
・
傍
線
・
数
字
は
本
文
対
照
を
明
確
に
す
る
た
め
筆
者
が
施
し
た
も

の
）、
川
・
胡
両
氏
が
『
皇
明
英
烈
傳
』「
郭
英
箭
射
陳
友
諒
」
の
素
材
（
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）
と
し
て
挙
げ
る
『
皇
明
開
國
功

臣
錄
』・『
三
家
世
典
』
は
、
ほ
ぼ
同
じ
文
面
を
持
ち
、
記
述
の
多
寡
か
ら
見
て
も
、
ど
ち
ら
が
小
説
『
皇
明
英
烈
傳
』
に
利
用
さ
れ
て

い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
本
論
で
取
り
上
げ
て
い
る
︻
郭
英
神
道
碑
︼
の
該
当
箇
所
も
ほ
ぼ
同
じ
文
面
で
あ
り
、
や
は
り
ど
れ
が
小
説

の
来
源
に
な
っ
た
の
か
は
断
じ
が
た
い
。
但
し
、
小
説
『
皇
明
英
烈
傳
』「
郭
英
箭
射
陳
友
諒
」
の
執
筆
者
が
直
接
に

0

0

0

参
照
し
た
文
献
が

い
ず
れ
の
書
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
淵
源
は

0

0

0

一
つ
の
は
ず
で
あ
る
。
想
定
さ
れ
る
の
は
、
楊
栄
が
︻
郭
英
神
道
碑
︼
の
撰
文
に
用

い
た
と
い
う
「
家
傳
」
で
あ
ろ
う
（『
皇
明
開
國
功
臣
錄
』・『
三
家
世
典
』
は
︻
郭
英
神
道
碑
︼
よ
り
も
詳
し
い
記
述
を
持
つ
こ
と
か

ら
、「
家
傳
」
の
本
文
を
よ
り
忠
実
に
伝
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
『
三
家
世
典
』
は
一
族
の
郭
勛
の
刊
行
で
あ
る
か
ら
、
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そ
の
可
能
性
は
高
い
）。
武
臣
の
家
に
伝
わ
る
家
伝
が
、
通
俗
白
話
歴
史
小
説
に
影
響
を
与
え
た
例
と
し
て
興
味
深
い
。

六　
「
直
解
」
と
い
う
文
体

最
後
に
、
郭
登
の
書
く
文
体
が
、
通
俗
白
話
小
説
の
文
体
に
近
似
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

郭
登
の
著
述
に
『
春
秋
左
傳
直
解
』
十
二
巻
が
あ
っ
た
と
い
う
（
現
佚
か
）。「
直
解
」
と
は
経
書
の
字
句
を
、
比
較
的
平
易
な
文
言

と
、
白
話
を
用
い
て
講
じ
た
も
の
で
あ
る
。
明
・
張
居
正
撰
『
書
經
直
解
』
巻
一（
（2
（

の
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
書
經
』「
虞
書
、
堯
典
第
一
」

【
表
】
至
正
二
十
三
年
（
一
三
六
三
）
鄱
陽
湖
の
戦
い
で
郭
英
が
陳
友
諒
を
射
殺
し
た
と
さ
れ
る
場
面

楊
栄
撰
【
郭
英
神
道
碑
】

黄
金
撰
『
皇
明
開
國
功
臣
錄
』
巻
十
二

「
郭
英
」
伝
（
郭
勛
撰
『
三
家
世
典
』）
『
新
刻
皇
明
開
運
輯
略
武
功
名
世
英
烈
傳
』

巻
四
「
太
祖
三
戰
鄱
陽
湖　

郭
英
箭
射
陳
友
諒
」

上
親
征
僞
漢
陳
友
諒
、
大
戰
鄱

陽
湖
、
相
持
連
晝
夜
。
公
時
金

瘡
未
瘳
、
力
疾
　
　

鏖
戰
、

敗
賊
於
禁
江
口
、
已
而
友
諒
中

流
矢
死
。
有
言
公
之
功
者
、
上

問
之
、
公
曰
、「
天
威
神
筭
、
臣

何
力
焉
。」
上
益
重
之
。

上
親
征
僞
漢
陳
友
諒
、
大
戰
鄱
陽
湖
、

相
持
連
晝
夜
。
英
時
金
瘡
未
瘳
、
力
疾

乘
海
船
鏖
戰
、
敗
賊
於
禁
江
口
、
燒
没

僞
寇
蔣
知
院
船
。
已
而
友
諒
中
流
矢

死
。
有
言
英
之
功
者
、
上
問
之
、
英

曰
、「
天
威
神
筭
、
臣
何
力
焉
。」
上
益

重
之
。

※  『
三
家
世
典
』
は
一
行
目
「
鄱
」
を

「
蕃
」、
三
・
四
行
目
「
船
」
を
「
舡
」

と
す
る
。

太
祖
登
舟
、
領
兵
去
阻
住
鄱
陽
湖
口
。
是
日
天
色
已
晩
。
︙
（
中
略
）
︙
比
及
平

明
、
至
禁
江
小
口
。
︙
（
中
略
）
︙
友
諒
且
走
且
戰
、
不
数
里
、
見
前
面
復
有
舡

截
阻
、
乃
是
郭
英
・
康
茂
才
。
友
諒
愈
慌
、
舟
比
及
時
、
張
定
邉
忙
弯
弓
箭
射
、

中
郭
英
左
臂
。
郭
英
忍
痛
抜
箭
、
血
透
素
袍
、
亦
用
箭
射
之
、
正
中
陳
友
諒
貫
眼
。

及
顱
而
死
。
︙
（
中
略
）
︙
太
祖
乃
收
軍
、
駐
於
江
岸
、
升
帳
而
坐
。
衆
將
各
獻

功
。
惟
郭
英
獨
不
言
射
死
陳
友
諒
之
事
。
先
是
郭
英
射
死
友
諒
時
、
衆
將
皆
不
及

見
、
惟
康
茂
才
知
之
。
茂
才
見
英
不
言
其
功
、
茂
才
上
言
曰
、「
郭
英
一
箭
射
死

陳
友
諒
。
此
是
莫
大
之
功
焉
。
太
祖
顧
謂
英
曰
、「
茂
才
言
友
諒
被
卿
射
死
、
果

否
。」
英
叩
首
曰
、「
殿
下
天
威
神
筭
所
致
、
臣
何
功
焉
。」
︙
（
中
略
）
︙
太
祖

曰
、「
郭
先
鋒
不
言
己
功
、
非
人
所
及
。」
令
人
取
黄
金
百
兩
賜
之
。

①

②

③

④

⑤

①

②③

④

⑤

①

③

②－

Ａ

②－

Ｂ

④

⑤－

Ａ

⑤－

Ｂ

⑤－

Ｃ

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
六
号

128



の
「
日
短
星
昴
、
以
正
仲
冬
。
厥
民
隩
、
鳥
獸
氄
毛
」
句
の
「
直
解
」
に
、「
凡
冬
月
歳
功
已
畢
。
所
當
變
舊
爲
新
的0

事
、
都
均
平
而
審

察
之
。
︙
（
中
略
）
︙
又
驗
之
於
物
。
那
鳥
獣
每0

、
都
生
出
耎
毳
細
毛
、
以
自
温
適
」（
お
お
む
ね
冬
に
は
一
年
の
実
り
は
も
は
や
終
わ

り
ま
す
。
古
い
も
の
が
新
し
く
変
わ
る
べ
き
︹
の0

︺
事
柄
は
、
み
な
き
っ
ち
り
と
よ
く
洞
察
し
て
調
べ
る
の
で
す
。
︙
︹
中
略
︺
︙
ま

た
︹
冬
至
の
︺
兆
し
は
物
に
も
現
れ
ま
す
。
ど
の
鳥
や
獣
た
ち

0

0

も
、
み
な
細
く
柔
ら
か
い
和
毛
を
生
み
出
し
、
自
ら
適
当
に
温
め
ま
す
）

と
い
う
文
が
あ
る
。「
︙
的0

事
」
は
文
言
で
は
「
︙
之0

事
」
ま
た
は
単
に
「
︙
事
」
と
表
記
す
る
べ
き
所
で
あ
る
し
、「
那
鳥
獸
每0

」
の

よ
う
に
複
数
を
表
す
接
尾
語
と
し
て
「
毎
」
を
用
い
る
の
は
、
元
代
以
降
の
白
話
文
献
に
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
る（
（2
（

。
張
居
正
が
こ
の
よ

う
な
文
体
で
『
書
經
』
を
講
じ
た
の
は
、
そ
の
内
容
を
皇
帝
に
わ
か
り
易
く
講
ず
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
郭
登
が
『
春
秋
左
氏
傳
』

の
「
直
解
」
を
著
し
た
の
も
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
戦
に
関
わ
る
記
述
の
多
い
『
左
傳
』
の
直
解
で
あ
る
か
ら

に
は
、
対
象
と
す
る
読
者
に
は
武
臣
や
兵
士
を
も
含
み
、
彼
ら
の
水
準
に
合
わ
せ
て
、
理
解
さ
せ
や
す
い
言
葉
を
用
い
て
綴
っ
た
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、『
三
國
志
演
義
』
の
文
体
な
ど
も
、
白
話
小
説
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
よ
く
よ
く
分
析
す
れ
ば
、
平
易
な
文
言
を
基
調
と
し
な
が

ら
白
話
語
彙
・
白
話
的
文
法
を
採
り
入
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
読
者
層
の
レ
ベ
ル
は
、「
直
解
」
の
読
者
の
レ
ベ
ル
と
ほ
ぼ
同

等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

武
臣
と
通
俗
白
話
歴
史
小
説
（
と
り
わ
け
軍
記
も
の
）
の
繋
が
り
は
、
内
容
面
か
ら
見
て
も
、
文
体
面
か
ら
見
て
も
、
非
常
に
強
い

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
武
臣
が
文
を
著
す
時
の
意
識
は
、
必
ず
し
も
文
人
学
士
と
同
様
で
あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
武
人
と
し

て
の
才
や
功
績
を
顕
揚
す
る
た
め
に
、
戦
場
で
の
活
躍
の
様
子
を
熱
心
に
描
き
、
し
か
も
少
な
か
ら
ず
虚
飾
を
加
え
て
憚
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
文
体
も
史
家
が
用
い
る
筆
法
と
は
異
な
り
、
平
易
な
語
彙
で
綴
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、

必
然
的
に
、
通
俗
白
話
小
説
形
成
の
過
程
の
一
端
を
担
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
論
の
考
察
で
は
「
着
想
」
を
得
た
程
度
に
過
ぎ

な
い
が
、
今
後
、
こ
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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お
わ
り
に

詩
文
を
修
め
る
こ
と
が
士
大
夫
へ
の
途
で
あ
っ
た
中
国
に
お
い
て
、
そ
の
途
に
あ
ら
ぬ
者
が
文
学
活
動
を
行
う
こ
と
は
稀
有
で
あ
っ

た
が
、
郭
登
は
、
武
門
で
あ
り
な
が
ら
修
学
を
励
行
し
た
家
庭
的
要
因
を
主
な
背
景
と
し
て
、
詩
文
を
修
め
、
自
由
な
文
学
活
動
を
行
っ

た
。
彼
の
文
学
は
し
ば
し
ば
武
骨
な
雰
囲
気
を
纏
い
、
文
人
学
士
の
高
雅
深
遠
な
文
学
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
文
学
は
常
に
人
生
の
旁
ら
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
よ
う
な
一
介
の
武
臣
が
、
文
学
と
い
う
自

己
の
主
張
を
表
明
し
得
る
場
を
獲
得
し
、
書
き
た
い
も
の
を
書
き
得
、
真
実
の
心
情
を
写
し
た
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の

文
学
の
根
底
に
流
れ
る
真
情
は
人
の
心
を
震
わ
す
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
李
東
陽
ら
一
流
の
文
人
・
士
大
夫
が
郭
登
の
詩
才
を

高
く
評
価
し
た
の
だ
ろ
う
。
郭
登
の
文
学
活
動
は
、
従
来
は
武
臣
を
蔑
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
士
大
夫
の
意
識
改
革
に
も
献
与
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
彼
ら
の
如
き
「
非
皇
族
系
貴
族
」
の
文
学
は
、
明
代
後
期
の
通
俗
白
話
小
説
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
で

挙
げ
た
『
皇
明
英
烈
傳
』
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
郭
登
の
文
学
活
動
を
素
地
と
し
て
、
郭
氏
の
後
裔
、
五
代
目
武
定
侯
郭
勛
が
『
三

國
志
演
義
』・『
水
滸
傳
』
の
私
刻
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
学
史
上
の
一
大
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し

た
い
。

注

（
1
）  

金
文
京
「「
戯
」
考
―
中
国
に
お
け
る
芸
能
と
軍
隊
」（『
未
名
』
第
八
号
、
一
～
二
八
頁
、
神
戸
大
学
中
文
研
究
会
、
一
九
八
九
年
十

二
月
）。

（
2
）  

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
第
六
章
・
第
七
章
。
第
六
章
の
初
出
は
「
武
人
の
た
め
の
文
学
―
楊

家
將
物
語
考
―
」（『
阿
賴
耶
順
宏
・
伊
原
澤
周
兩
先
生
退
休
記
念
論
集　

ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
』︹
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
︺
所

収
）。
第
七
章
の
初
出
は
「
詞
話
系
小
説
考
」（『
東
方
學
』
第
九
十
五
輯
︹
東
方
学
会
、
一
九
九
八
年
一
月
︺）。
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（
3
）  

章
培
恒
・
駱
玉
明
主
編
『
中
國
文
學
史
』
下
（
复
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
4
）  

郭
氏
の
事
蹟
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、
筆
者
が
用
い
た
主
な
史
料
を
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。

 
①  『
明
史
』（
中
華
書
局
排
印
本
、
一
九
七
四
年
）

 

②  『
明
實
錄
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
民
国
五
十
年
刊
本
縮
編
／
中
央
出
版
社
、
一
九
六
二
年
）

 

③ 

郭
勛
刊
『
毓
慶
勲
懿
集
』
八
巻
（
正
徳
十
一
年
︹
一
五
一
六
︺
序
／
武
定
侯
郭
氏
家
蔵
の
歴
世
の
勅
・
文
人
等
か
ら
贈
ら
れ
た
詩
文
・

墓
誌
等
の
文
書
を
収
め
た
書
／
管
見
の
も
の
は
東
洋
文
庫
蔵
台
湾
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
本
景
照
）

 

④ 

故
宮
博
物
院
編
『
新
中
國
出
土
墓
誌
』
北
京
壹
／
江
蘇
貮
・
南
京
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
／
二
〇
一
四
年
）

 

⑤ 

明
人
の
詩
文
集
等
（
郭
氏
に
関
わ
る
詩
文
や
墓
誌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
）

 

⑥ 

郭
氏
刻
の
各
書

 
 

墓
誌
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
記
載
を
持
つ
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
上
、
士
大
夫
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
な
か

ら
ず
故
人
を
称
揚
す
る
た
め
の
造
言
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
但
し
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
細
か
い
描
写
に
は
や

は
り
信
用
し
難
い
部
分
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
像
に
、
故
人
自
身
の
理
想
や
志
が
投
影
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
鑑
み

て
、
本
論
で
は
完
全
に
は
無
視
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
（
そ
の
際
に
は
墓
誌
に
依
拠
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
）。

年
次
と
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
、
複
数
の
文
献
を
照
合
し
た
上
で
確
定
を
行
っ
た
。

（
5
）  

拙
論
「
明
朝
勲
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
学
―
家
譜
・
年
譜
―
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
︹
人
文
︺』
第
六
十
八
号
、
九
三
～
一
五

二
頁
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）。
年
表
の
一
部
の
年
次
・
事
蹟
を
誤
る
。
本
稿
と
齟
齬
の
あ
る
場
合
は
、
本
稿
の
事
蹟
・
年
次
が
正
し
い
。

（
6
）  

︻
郭
英
神
道
碑
︼：
明
・
楊
栄
撰
「
大
明
開
國
輔
運
推
誠
宣
力
武
臣
柱
國
武
定
侯
贈
營
國
公
謚
威
襄
郭
公
神
道
碑
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻

七
「
碑
文
」
4
Ｂ
～
14
Ｂ
︹「
正
統
十
年
四
月
上
吉
日
︙
︙
諸
孫
登
立
石
」
と
末
記
︺）
を
底
本
と
し
た
。

（
7
）  

明
・
費
宏
撰
「
毓
慶
勲
懿
集
序
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
一
）
に
は
「
威
襄
父
山
甫
︙
（
中
略
）
︙
且
令
其
四
子

0

0

傾
心
翊
戴
」
と
言
う
が
、

長
子
が
朱
元
璋
に
従
っ
た
と
す
る
史
料
は
他
に
認
め
ら
れ
な
い
。

（
8
）  

︻
郭
玹
墓
誌
︼：
明
・
羅
亨
信
撰
「
明
故
鎭
朔
將
軍
總
兵
官
武
定
侯
郭
公
墓
誌
銘
」（
中
国
文
物
研
究
所
編
『
新
中
國
出
土
墓
誌
』
北
京
壹

︹
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
︺
九
〇
）、︻
郭
銘
夫
人
徐
氏
墓
誌
︼：
明
・
羅
亨
信
撰
「
郭
母
太
夫
人
徐
氏
墓
碑
銘
」（
香
權
根
整
理
『
羅
亨
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信
集
』︹
上
海
古
籍
出
版
社
、
東
莞
歷
代
著
作
叢
書
、
二
〇
一
一
年
︺
一
七
一
～
一
七
三
頁
）
を
底
本
と
し
た
。

（
9
）  

明
・
方
孝
孺
撰
「
故
駙
馬
都
尉
郭
公
壙
誌
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
八
「
墓
誌
」
1
Ｂ
～
3
Ａ
）。

（
10
）  
明
・
王
直
撰
「
郭
氏
孝
節
傳
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
七
「
碑
文
」
14
Ｂ
～
20
Ａ
／
「
大
明
景
泰
七
年
歳
次
丙
子
︹
一
四
五
六
︺
二
月
吉

日
︙
︹
中
略
︺
︙
孤
哀
子
登
立
石
」
と
末
記
）。

（
11
）  

︻
郭
登
墓
誌
︼：
明
・
商
輅
撰
「
奉
天
翊
衞
宣
力
武
臣
特
進
榮
祿
大
夫
柱
國
追
封
定
襄
侯
謚
忠
武
郭
公
墓
誌
銘
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
八

「
墓
誌
」
19
Ａ
～
29
Ｂ
）、︻
郭
登
神
道
碑
︼：
明
・
彭
時
撰
「
定
襄
忠
武
侯
神
道
碑
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
七
「
碑
文
」
32
Ａ
～
40
Ｂ
）
を

底
本
と
し
た
。

（
12
）  

郭
登
撰
「
孝
節
碑
後
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
四
「
詩
」
24
Ａ
～
25
Ａ
）。

（
13
）  

『
三
國
志
演
義
』
嘉
靖
壬
午
序
本
に
は
十
例
、
葉
逢
春
本
に
は
六
例
（
ど
ち
ら
が
原
型
か
不
明
）。「
酒
食
」
だ
け
で
な
く
、
単
に
「
酒
」

或
い
は
「
酒
肉
」
と
す
る
場
合
も
含
め
る
。

（
14
）  

李
東
陽
撰
『
麓
堂
詩
話
』（『
叢
書
集
成
初
編
』
第
七
九
冊
︹
新
文
豊
出
版
社
、
一
九
八
五
年
︺）
知
不
足
斎
叢
書
本
排
印
。

（
15
）  

︻
郭
嵩
墓
誌
︼：
明
・
倪
謙
撰
「
南
京
前
軍
都
督
府
掌
府
事
定
襄
伯
郭
公
墓
誌
銘
」（『
毓
慶
勲
懿
集
』
巻
八
「
墓
誌
」
29
Ｂ
～
32
Ａ
）
を

底
本
と
し
た
。

（
16
）  

大
塚
秀
高
氏
の
ご
教
示
に
拠
れ
ば
、『
郭
氏
連
珠
集
』
は
、
郭
嵩
が
実
父
郭
武
の
詩
を
世
に
出
す
た
め
に
、
祖
父
郭
鈺
と
養
父
郭
登
の
評

判
を
利
用
し
て
出
版
し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
大
塚
氏
は
こ
の
合
篇
は
三
曹
（
曹
操
・
曹
丕
・
曹
植
）
な
い
し
三
蘇
（
蘇

洵
・
蘇
軾
・
蘇
轍
）
の
家
集
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
指
摘
す
る
。

（
17
）  

清
・
銭
謙
益
撰
『
列
朝
詩
集
』（
上
海
三
聯
書
店
、
詩
歌
總
集
叢
刊
・
明
詩
巻
、
一
九
八
九
年
）
清
順
治
九
年
（
一
六
五
二
）
毛
氏
汲
古

閣
刻
本
重
印
本
重
印
影
印
。

（
18
）  

陸
游
撰
・
銭
仲
聯
校
注
『
劍
南
詩
稿
校
注
』
巻
二
十
三
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）。

（
19
）  

以
下
の
中
国
家
譜
の
研
究
を
参
考
。
多
賀
秋
五
郎
『
宗
譜
の
研
究
―
資
料
篇
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
〇
年
）
及
び
『
中
國
宗
譜
の
研

究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
八
二
年
）。
清
水
盛
光
『
支
那
家
族
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）
前
篇
第
二
章
第
二
節
。
牧
野

巽
『
近
世
中
國
宗
族
研
究
』（
日
光
書
院
、
一
九
四
九
年
）
第
四
章
（
原
載
『
東
方
學
報
』
東
京
第
六
冊
、
一
九
三
六
年
）。
仁
井
田
陞
『
支

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
六
号
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那
身
分
法
史
』（
東
方
文
化
学
院
、
一
九
四
二
年
）
第
二
章
第
四
節
第
二
款
。
森
田
憲
司
「
宋
元
時
代
に
お
け
る
修
譜
」（『
東
洋
史
研
究
』

第
三
十
七
巻
四
号
、
五
〇
九
～
五
三
五
頁
、
一
九
七
九
年
三
月
）。

（
20
）  
蘇
洵
撰
『
嘉
祐
集
』
巻
十
三
（『
四
部
叢
刊
』
初
編
︹
商
務
印
書
館
、
一
九
一
九
年
︺
無
錫
孫
氏
小
緑
天
蔵
景
宋
鈔
本
影
印
）。

（
21
）  
「
収
族
」
と
い
う
言
葉
は
、
前
掲
（
注
19
）
清
水
氏
著
書
お
よ
び
森
田
氏
論
文
で
使
用
さ
れ
る
。

（
22
）  

『
英
烈
傳
』
は
二
種
の
版
本
が
伝
わ
る
が
、
本
論
で
は
日
光
山
天
海
蔵
蔵
本
（『
新
刻
皇
明
開
運
輯
略
武
功
名
世
英
烈
傳
』
六
巻
全
六
十

段
）
を
用
い
る
（『
古
本
小
説
集
成
』︹
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
︺
影
印
）。
も
う
一
種
と
は
、
川
浩
二
氏
が
閲
覧
さ
れ
た
と
い
う

天
一
閣
博
物
館
蔵
の
明
抄
本
『
國
朝
英
烈
傳
』
で
あ
る
（
川
浩
二
「
天
一
閣
博
物
館
蔵
『
国
朝
英
烈
伝
』
と
『
皇
明
英
烈
伝
』」︹『
中
國
學

の
新
局
面
―
日
本
中
國
學
會
第
一
回
若
手
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』、
一
七
一
～
一
八
六
頁
、
日
本
中
国
学
会
、
二
〇
一
二
年
二
月
︺）。

ち
な
み
に
明
の
開
国
を
題
材
と
す
る
通
俗
白
話
歴
史
小
説
は
他
に
も
、『
新
鍥
龍
興
名
世
録
皇
明
開
運
英
武
傳
』
八
巻
全
六
十
則
（
日
本
国

立
公
文
書
館
蔵
）、『
雲
合
奇
蹤
』
二
十
巻
八
十
則
（
多
種
の
版
本
が
現
存
）
が
現
存
す
る
。

（
23
）  

『
皇
明
英
烈
傳
』
は
岡
嶋
冠
山
に
よ
り
和
訳
さ
れ
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
京
都
の
書
肆
林
九
兵
衛
（
義
端
）
に
よ
り
『
通
俗
皇
明
英

烈
傳
』（
表
題
は
『
通
俗
元
明
軍
談
』）
と
題
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
本
居
宣
長
は
読
書
札
記
『
群
書
摘
抄
』
宝
暦
六
年
︹
一
七
五
六
︺
に
『
元

明
軍
談
』
の
項
を
設
け
る
。

（
24
）  

『
中
國
文
學
研
究
』
第
三
十
期
、
三
一
～
四
七
頁
、
早
稲
田
大
学
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
。

（
25
）  

『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
五
年
第
一
期
、
三
六
七
～
三
八
九
頁
、
二
〇
一
五
年
三
月
。

（
26
）  

『
明
代
傳
記
叢
刊
』
二
十
三
・
二
十
四
巻
（
明
文
書
局
、
一
九
九
一
年
）
国
立
中
央
図
書
館
（
現
台
湾
中
央
図
書
館
）
蔵
本
影
印
。

（
27
）  

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
史
部
第
九
十
一
冊
、
陝
西
省
図
書
館
蔵
明
鈔
国
朝
典
故
本
影
印
。

（
28
）  

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
経
部
第
五
十
冊
、
故
宮
博
物
院
図
書
館
蔵
明
万
暦
刻
本
影
印
。

（
29
）  

太
田
辰
夫
『
中
国
語
歴
史
文
法
』（
江
南
書
院
、
一
九
五
八
年
）。
七
七
頁
「
現
代
語
で
は
︽
的
︾、
古
代
語
で
は
︽
之
︾
を
と
っ
て
修
飾

語
と
な
る
こ
と
が
多
い
」、「
20
・
１
・
3　

接
續
」︽
的
︾
の
説
明
、
及
び
「
12
．
2
．
3　

除
外
形
と
包
括
形
」
を
参
考
と
す
る
。

明
朝
勲
戚
武
定
侯
郭
氏
と
文
学
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